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人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、一般職の職員

の勤務時間、休暇等に関する法律等の規定に基づき、一般職の職員の給与につ

いて別紙第１のとおり報告し、別紙第２のとおり勧告するとともに、別紙第３

のとおり一般職の職員の育児休業等について意見の申出を行い、一般職の職員

の勤務時間、休暇等について勧告する。あわせて、公務員人事管理について別

紙第４のとおり報告する。
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